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               2021.12.08 

 

 各  位 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

         ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への 

 支援策について 

 

〇 「サステナアワード 2020 伝えたい 日本の“サステナブル”」の募集について 

 

〇 目指してみませんか？世界農業遺産・日本農業遺産！ 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への 

 支援策について 

 

 令和３年度補正予算（案）が閣議決定されたことに伴い、新型コロナウイルス 

感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者の方々への支援策を改訂しま 

した。 

 なお、令和 3年度補正予算の成立を前提としているものは、事業内容が今後変更 

等されることがあります。 

 

※詳細は下記の URL を参照してください。 

 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

 

【お問合せ先】 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html


農林水産省 大臣官房地方課災害総合対策室 

 

代表：03-3502-8111（内線 3147）ダイヤルイン：03-6744-1856 

FAX番号：03-6744-7158 

 

 

〇「サステナアワード 2020 伝えたい 日本の“サステナブル”」の募集について 

 

 「あふの環（わ）2030プロジェクト」では、食と農林水産業に関わるサステナ 

ブルな取組動画を募集しています。（農林水産省、消費者庁、環境省連携）。 

 特に優れた動画作品には、農林水産大臣賞をはじめとして、脱炭素賞、生物多 

様性保全賞、地域資源循環賞などを授与いたします。 

 

【応募締切り】 

令和４年１月５日（水曜日） 

 

※応募方法等の詳細については、下記の URLを参照してください。 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2021.ht

ml 

 

（あふの環プロジェクト公式ホームページ） 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainab

le2030.html 

 

【お問合せ先】 

農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室 

 

代表：03-3502-8111（内線 3292） 

ダイヤルイン：03-3502-8056 

 

 

〇 目指してみませんか？世界農業遺産・日本農業遺産！ 

 

 世界農業遺産・日本農業遺産認定制度とは、社会や環境に適応しながら何世代 

にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関 

わって育まれた文化、景観、生物多様性などが、相互に関連して、一体となった、 

世界的に又は国内の重要な地域を認定する制度です。世界農業遺産は国連食糧農 
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業機関（FAO）、日本農業遺産は農林水産大臣が認定します。 

 次回の募集は、令和４年（2022年）早々を予定しています。 

 

※詳細は下記の URL を参照してください。 

 

（世界農業遺産・日本農業遺産ホームページ） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/index.html 

 

（令和２年度世界農業遺産への認定申請に係る承認および日本農業遺産の認定に

関する申請） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_14_2.html 

 

（農業遺産を目指す地域向けのリーフレット） 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/attach/pdf/index-62.pdf 

 

【お問合せ先】 

農林水産省 農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室 

 

担当者：農業遺産班 

 代表：03-3502-8111（内線 5621）FAX：03-3502-7587 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

 メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメール

に返信願います。 

 

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷  

 

------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

 FAX：０７５-４１４-９０５７ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

------------------------------------------- 
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